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横浜みどりアップ計画市民推進会議 第21回 会議録 

日 時 平成27年１月27日（火）午前10時から正午まで 

開 催 場 所 市庁舎５階関係機関執務室 

出 席 者 進士座長、蔦谷副座長、相川委員、相原委員、東委員、池田委員、大竹委員、
関水委員、長瀬委員、野路委員、矢沢委員、若林委員 
横浜市職員（事務局ほか） 

欠 席 者 池邊委員、加茂委員、清水委員、望月委員 

開 催 形 態 公開（傍聴０人） 

 

議 題 
１ 横浜みどりアップ計画の進捗状況について 
２ 横浜みどりアップ計画市民推進会議平成26年度報告書について 
３ その他 

 
 

議 事 

 

 
（みどりアップ推進担当理事の挨拶）本日はお忙しい中、ご出席いただきま

してありがとうございます。みどりアップ計画も今年度から新
しい計画に取り組んでいるわけですが、お陰様で概ね順調に進
めることができております。市民推進会議の委員の皆さまには、
お忙しい中、現地調査もしていただいています。広報誌も「み
どりアップＱ」ということで趣を変えて発行していただいてお
り、本当にお世話になっております、ありがとうございます。 
本日みどりアップ計画の進捗状況ということで、11月末時点

ではありますが報告させていただき、年次報告書のまとめにつ
いてご検討いただくということでございます。前回の５か年計
画についても、委員の皆さまから有意義な御意見をいただき、
御意見に基づきまして執行方法を改善しながら、より市民の皆
さまに実感いただけるよう取組を進めて参りました。ぜひ今回
の計画につきましても、忌憚のない御意見を頂戴いただきまし
て、より良い計画の執行ができればと思っております。どうぞ
よろしくお願いいたします。 

 
（事務局）  （開会） 
 
（進士座長） 皆さん、おはようございます。早くから御苦労さまです。 
       今日は、みどりアップ計画の進捗状況を伺って、その後、市

民推進会議の報告書の骨子案を議論いただきます。詳細につい
ては各専門部会で議論いただきますので、今日は全体像を皆さ
んで共有していただき、改善点や御意見があれば頂戴したいと
思います。 

       「その他」として、緑化フェアという全国区のイベントにつ
いての御案内をいただくということです。 

       早速ですが、第１の議題「横浜みどりアップ計画の進捗状況
について」御報告をいただきます。よろしくお願いします。 

 
 
議題１ 横浜みどりアップ計画の進捗状況について 
 
（事務局）  （資料１説明） 
 
（進士座長） ありがとうございました。それでは、御質問・御意見をいた

だけたらと思います。いかがでしょうか。 
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       ひととおり説明いただきましたが、計画内容がすごい量だと
いうことがおわかりだと思います。この全体像は一般市民には
どういう形で伝わっているのでしょうか。先ほど説明があった
広報ではこんなに全部伝えられませんね。また、他の部署でや
っていることはお互いに理解しているのですか。内部の連絡調
整の会合はあるのですか。 

 
（事務局）  みどり税の広報に関しては財政局と連携を取っており、双方

調整しながら実施しています。 
 
（進士座長） 施策の説明はわかりやすい文章になっていますが、具体的な

事業は別です。それぞれの部署でしっかり責任持って事業を推
進しているのは間違いないと思うのですが、他の事業との関連
性はどうしているのかが気になりました。相乗効果を出せるこ
とがあるのではないかと。 

       それから、やったことをどう発信するかですね。市民の関心
事に重ねて編集して提供すると、効果的だと思います。 

       この市民推進会議というのは翻訳をする場所だと思っていま
す。行政の方たちは仕事としてちゃんとやっているが、それが
伝わっていかない。これを伝えるために広報をするのですが、
広報は大体平等にやるもので、予算額に応じて文字数を配分ま
ではしません。 

       そうすると、受け取る方にとってはたくさんあり過ぎて、す
ごくやっているらしいということはわかるけれども、みどり税
が有効に効いているのだとか、本当に前と違っているなとか実
感しにくい。そういう市民に与える感動のパワーアップを図る
ためにどうするかという工夫について聞いているのです。 

 
（事務局）  市民の方にどう実感していただけるか、ということは、平成

25年度までの横浜みどりアップ計画から、非常に大きなテーマ
だったと思います。 

       この会議にも大変御協力いただいて、見える化部会や広報部
会で活動いただき、「濱ＲＹＯＫＵ」で広報していただきました。 

       また、25年度までの計画５か年の成果については、リーフレ
ットにまとめて、全町内会で回覧していただいています。 

       その他「広報よこはま」にも、５か年の取組の成果について
特集ページを１ページつくりまして、広報していますし、       
26年度からの新しい取組についても、「広報よこはま」の特集ペ
ージ１ページで、広報しています。 

       また、「広報よこはま」の区版がございまして、複数の区で、
私どもがみどりアップの特集を組んだ隣で、各区の主な取組あ
るいはみどりアップの取組を紹介する紙面を組んでいただき、
区役所と連携して広報するというような取組もさせていただい
ています。 
広報の効果などをアンケート調査すると、やはり市民の方の

３割以上の方が「広報よこはま」から市の取組の情報を得てい
るという結果が出ています。 

       今後もいろいろ御意見いただきながら、より効果的に進めて
いきたいと思っています。 

 
（進士座長） ぜひ頑張ってください。 
       先に質問を幾つかさせてください。 
       まず、施策１の買取面積の3.9ヘクタール、１月末だと８ヘク

タールとおっしゃっていました。この保全地区は、市民から見
ると保全されているわけだから、何もわかりませんね。昔のま
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まで、守られるという制度的担保がされているだけだから、そ
のおかげで守られたということは地権者はよくわかってくださ
っていると思うのですが。あと、近所の方はわかりますかね。
これをどのように市民の方にわかっていただくかということで
すね。 

       保全型の施策というのは意外と成果がわからないものなので
す。変わらないのだから。今までの日本の歴史では、壊すと言
われてから反対運動などが起こって、守るときは格好よく守れ
るのだけれども、今、横浜市は先手を打って壊れる前に守って
いるわけですね。ただ、普通に近くを通行する市民から見ると、
昔と変わっていないわけだ。広報とか、これまでの実績として
は、何ヘクタール指定したと数字で出している。それは行政な
どはぴんと来るわけです。こんなところでこれだけのことをや
っているのはすごいと、他の自治体も、思ってくれるでしょう。 

       問題は市民。昔からある樹林がこれからもあるというだけな
ので、それをどう見える化するかということを研究してほしい
と思うのです。 

       市民の森のように人が入れるようにしたり、ガイドを入れた
り、利用するというのが１つの形だけれども、他にあるかもし
れないと思うので、数字の問題というよりはそういうところを
考えないといけないですね。 

       それから、工夫の一つとして、横浜スタジアム幾つ分という
ような表現を使っているのですね。 

 
（事務局）  横浜公園幾つ分と表現します。 
 
（進士座長） スタジアムではなくて横浜公園で表現するのですね。そのぐ

らいのプライドを持ったほうがいいと思う。一般の人は横浜ス
タジアムと横浜公園の区別がつかないかもしれないけれども。
そういう伝え方であったり、何か工夫しないと保全型の施策の
伝え方の問題はありそうだなと思っています。それが１つ。 

       それから、施策の２に森づくりボランティア等へニュースレ
ターを発行とありますが、部数はどれぐらいですか。また、ボ
ランティア人数はどのぐらいですか。 

 
（事務局）  御質問の、保全型緑地の市民への認識をどう持っていただく

かという件ですけれども、１つは前からやっていますように、
保全に協力していただいたところで現地表示をするのが１つ。 

       もう一つが、ネット上で横浜市のここが保全されたという情
報を地図で見られるようなものを現在作成しています。来年度
の早いうちに、一般の方でも見られるような形にしていきたい
と考えております。ニュースレターの部数については後程お答
えします。 

 
（進士座長） それはいいですね。昔は近郊緑地とか大きな緑地のみだった

ものが、細かいところまで指定されて、こんなに広げたと。そ
れも見える化の方向ですね。 

       もう一つ、農園付公園の整備３か所とありましたが、これは
全部オープンしているのですか。 

 
（事務局）  はい。農園付公園ですけれども、前の５か年の計画の中で１

か所公開させていただきました。今、３か所を公開に向けて整
備しておりまして、来年の４月から公開することができるよう
になります。 
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（進士座長） 期待しています。公園緑地という雑誌に載せたいですね。 
       あと、何年か前に農政で黄色い本をつくっていましたね。 
 
（事務局）  「食べる.（どっと）横浜」ですね。神奈川新聞と共同でつく

りました。食の分野を主に、横浜の都市部にも直売所ですとか、
農家の方がこんなものをつくっているとか、ブランドがござい
ますので、そういうものを紹介する冊子をつくりました。一冊
1,300円で販売しています。 

 
（進士座長） これまで、みどり税についての理解をいただいて、みどりア

ップ計画を進めてきたので、かつて企画調整局がアーバンデザ
インで派手に本をつくったように、みどりアップもそろそろ、
これだけやって、こんなに進んだということを編集して良いの
ではないですか。編集委員会でもつくって、横浜市自ら市民に
アピールする。さらに言うと、全国に発信するという、そのぐ
らいやってもいいというのが私の個人的な意見です。 

       ちょっと研究していただいて、次の緑化フェアのときに、横
浜のみどりアップの実績という冊子をどんと売る。そういうも
のをおしゃれなプロの編集で、この市民推進会議にはプロのラ
イターに入っていただいているわけですが、そういう意見も入
れて全国発信する。これは、横浜のアーバンデザインが成功し
た１つの理由ですね。あれは市民に理解されているというより
は、全国のまちづくりのプロに理解されて、そこから有名にな
った。その路線、戦略は悪くないと思います。 

       みどりについて、横浜は、これまでこれだけのことをバラン
スよく進めてきた。普通はこういう政策は一点突破なのです。
一点突破というのはある場所だけをターゲットにそれを守った
とか、１つのすごいもの、びっくりするような公園をつくって
これを宣伝するのが全国の今までのやり方なのです。 

       だけれども、横浜は正道を行って、全てについて守る、みど
りもつくるし、市民との協働も、食とか農をつなげたり、非常
にトータルにやってきたわけです。これはとても大事なことだ
と思う。１つだけ取り上げてクローズアップするとすごくやっ
ているように見える。トータルにいっぱいやっていると以外と
地味になってかえって損をするのです。世間とは、マスコミと
はそういうところがあるのですね。だから、それを上手に伝え
るということがこの段階に来ると準備されていいのではないか
という気がします。 

       委員の皆さん、どうぞ。 
 
（野路委員） 施策１「樹林地の確実な保全の推進」では、５か年の目標で

新規指定500ヘクタールと書いてありますので、年間約100ヘク
タールぐらいを樹林地指定するとしますと、今回、新規指定面
積が、若干低いのではないかなと思いました。これから出そう
である面積がわかるようでしたら教えてください。また、今後
５年間ぐらいの間で、既に役所の方に届け出られているような
面積も、伺える範囲で結構ですので、教えていただけるでしょ
うか。 

 
（事務局）  まず、先ほど１月末時点で50.5ヘクタールになる見込みと申

し上げましたが、その他、特別緑地保全地区や市民の森などで
指定を予定しているものが30.7ヘクタールございます。 

       さらに横浜市の制度で緑地保存地区とか源流の森という制度
で、今、事務手続を進めているものが20ヘクタール程度ござい
ますので、今年度につきましては、100ヘクタールに何とか達す
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るのではないかというところで、やっています。 
       過去５か年で大体100ヘクタールずつ指定をしてまいりまし

て、そうしますと、緑の減少がかなり食いとめられてきたとい
う効果がございました。これを踏まえまして、目標が年間100
ヘクタールということになっております。 

       確かに年々土地所有者の同意を得られにくくなるとか、面積
の小さい土地が増えるということがあると思いますけれども、
私どもはできるだけ緑の減少を食い止めるために、年間100ヘク
タールの目標で頑張っていこうということでございます。 

       来年、再来年のことにつきましては、まだ何とも言えない状
況でございます。 

 
（野路委員） ありがとうございました。 
 
（進士座長） ほか、いかがでしょうか。 
 
（東委員）  広報部会の東です。今回「みどりアップＱ」ということで、

広報誌をリニューアルさせていただきました。 
       ２回ほど取材をしまして、そこでわかったことが幾つかあり

ますので、質問もかねてお話ししたいと思います。 
       まず、みどりアップについて、広報をきっかけにいろいろな

方に深くお話を聞く機会を得られたので、すごく良かったと思
っています。 

       今回、人を中心とした紙面にするということで、樹林地の所
有者の方ですとか、水田の所有者の方にいろいろお話を伺いま
した。そのときに感じたのは、皆さん、市の指定にお任せしま
すという気持ちに至るまでのいろいろな思いがありまして、も
う世代交代の時代なので、「息子が継いでくれるとは思うが、息
子がどれぐらいやってくれるかわからない」ですとか、そうい
う思いがあると思うのです。 

       次の世代の人たちにいろいろ支援はしているのですけれど
も、メンタル面での支援ということが必要なのかなと思いまし
た。多分、そういうこともされているとは思うのですが、この
計画を見る限りでは、余りそれがわからないので、そういった
次世代の方へのもう少しメンタルな面でのきめ細かいなサポー
トは計画されているのかどうかということ。 

       もう一つ、森とか水田を守りたいという方たちはやはり何代
も何代もその土地を続けてきたので、その自分にとってのふる
さとを守りたいという思いが大変強いということを感じまし
た。それを私たちが聞くことで、所有者の方たちも自分の思い
を確認しているところがあると思うのですが、所有者の方たち
にとって、例えば里山の歴史を聞き書きするとか、土地の歴史
をクローズアップして紹介するような機会があると、また守り
たいという思いを強めてくれるのではということを思いまし
た。 

 
（進士座長） お答えありますか。 
 
（事務局）  メンタル面とは、具体的にはどんなことですか。 
 
（東委員）  例えば、農家を継ぐ次の世代、若い世代に向けて特化した育

成ですとか、そういったものですね。あと、樹林地ですとか里
山を管理する次の若い世代をターゲットにした支援策ですね。 

       今、森づくりボランティアというのがあるのですけれども、
それだけだとわかりづらいから、もっと直接的に当事者が、こ
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れなら行ってみようというものがあるといいのではと思いまし
た。 

 
（進士座長） そのメンタルというのは２つあって、後継者意識、ふるさと

意識を強くする、代々続いたものを守るのだということと、も
う一つは営農の見通しなのです。つまり、それをやっていて、
十分ハッピーな人生を描けるという自信を持たせることです
ね。その２つが要ると思うのです。メンタルですが、エコノミ
カルな部分がその根っこを支えます。東京のＪＡの青年部とい
うのは30年か40年前から、後継者を育てるためにそういうこと
をやってきたのです。 

       ＪＡは、固定資産税などの税金対策について、いろいろな研
究会、勉強会をやっているはずです。 

       横浜だってやっているのでしょう。どうですか。 
 
（矢沢委員） 私はそちらのほうは担当ではないからわかりませんけれども、

次世代については、今、進士座長がおっしゃるように、心情的
な部分よりもいわゆる実利的なことの方が多くて、相続が起き
たらどうするかとか、生々しい話のほうが優勢になりますね。 

       要するに、背に腹は代えられないという状況なので、心情を
育てるというのはわかるのだけれども、もっと具体的な、税制
だとか、そういった方面でのサポートが出てこないとなかなか
支援として成立しないかなと思います。 

 
（進士座長） 農水省でももう一回見直して、都市農地の税制を何とかしな

くては農地の存続はないということで、最近はそういう方向を
打ち出しています。 

 
（蔦谷副座長） なかなか制度問題は大変なのです。都市農地は農水省が所

管しているように見えるかもしれませんが、都市計画法ができ
て、基本的には国土交通省が所管をしている形になりまして、
農業政策の対象にはならない。かつ、税金問題になると財務省
なり総務省が関わってくるということですね。 

       多数の省庁が絡んでいて、税制の抜本的な見直しはできない
のですが、農業振興することによって、都市農地を守っていこ
うということで、都市農業振興基本法、それは今回の国会に上
程されて、多分、成立すると思うのです。そういった国民全体
で都市農業は必要だと、振興しなくはいけないと、そこのとこ
ろは合意できるのですが、一番本体の制度である税を下げてい
くということがこれからの議論で、昔からやっているのですが、
なかなか動かない。何せ既得権なりそれぞれの事情があるので、
行政ベースから出てきにくいということで、政治ベースでいろ
いろやりとりをしているのが今の状況なのです。 

       みんな意識しているのですけれども、10年20年戦い続けなが
ら、やっと基本法だけは成立する見通しになってきたと、そう
いう状況です。 

 
（進士座長） 矢沢委員、どうぞ。 
 
（矢沢委員） 次世代対策も大事ですが、私は現世代対策が非常に大事だな

と思っています。 
       というのは、横浜農協で営農実態調査ということを５年に１

回やっているのです。これは農地に特化した調査なのですけれ
ども、その中で、あなたはどういう気持ちで農業を続けていま
すか、また、将来どのような気持ちで農業を続けますか、とい
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うことが一番私たちが気にしている項目なのです。 
       最も多い答えが、先祖伝来の土地を維持するためということ

で、これは圧倒的に多いです。生計を立てるためにというよう
なことは２番目、３番目の答えなのです。やはり土地を守って
いかなければいけないということは、自分の資産だからという
意味ではなくて、いろいろな意味で、大事にしているというこ
とだと思います。 

       参考までに、私たちの取組を少し紹介しますと、今、アグリ
サポート事業という事業をやっています。農協では、農家の人
から、農地を含めて土地を所有すること、などについての相談
を聞く、アグリサポートデスクという窓口を２、３年前から開
いています。ここで一つひとつ紹介することはできないですが、
生々しい本音が聞けるという実態があるのです。その中では、
農地の相談、例えば、年を取ってしまったから畑を耕すことが
できないので何とかしてくださいという話が非常に多いので
す。 

        
       先ほどの次世代対策ということでいいますと、いわば今の世

代の対策をしっかりしていかないと、次世代の対策というもの
が出てこない。自分の生まれ育ったところを守りたいというこ
とは次世代でも同じだと思うのですけれども、やはり今、苦し
んでいる世代、一体どうしていったらいいのだろう、息子の代
はどうなるのだろうと悩んでいる世代に対しての導きというこ
とをやっておかないと、強くしないと、次世代につながってい
かないのかなと思います。 

 
（蔦谷副座長） 多分、東委員が一番言いたいのは、御高齢で大変そうであ

りながら、地権者の方々が一緒になって管理をされていて、何
とか今はきれいに管理できているのだけれども、その先どうな
るのだろうと考えた時に、おじいさんが一生懸命やっているの
に息子がそこには来ていないという話もある。 

 
（東委員 ） そうです。サラリーマンをされていて。 
 
（蔦谷副座長） ですから、ボランティアの人たちも手伝ってくれるからや

れる道があるんだよという、維持管理を地権者だけではなくて、
市民も一緒になってやっていく、そういったことをアピールし
ていくというか、あるいは仕組みづくりをしていくことが必要
なのではないかということを、東委員は言いたかったのではな
いかなと。 

 
（東委員）  そうですね。お話を聞いた方々は、息子さんが戻ってきてこ

れから始める段階の方々でした。ただ、息子さん、次の世代に
対して、現在の高齢の所有者の方は不安もいろいろお持ちだっ
たので、そこをうまくサポートしていく。それは仕組みづくり
ということですね。 

 
（進士座長） 一番大きいのは相続税の比率が高いことですね。 
       それともう一つは、営農で生きていけるのか。実際は今は兼

業農家で、他の収入の方が多いということが一般的でしょう。
そういうことで未来を託せるかという不安はあるでしょう。 

       ただ、一方で、先ほど矢沢委員が言われたように、代々続い
たものを俺の代でやめるわけにはいかないというジレンマをみ
んな持っているわけです。 

       本当は農地は生産手段だから、全部自分のものではないです
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よ。農地で、とれたものは自分のものだけれども、土地そのも
のは生産手段で、とれなくなったら何もできないのだから、本
当は昔のような、そういう話にすると長くなるからやめますが、
そういうことを認めていない。日本だけがおかしいと思います。 

       昔、イタリアに農地の調査に行ったときは、いわゆる小作の
開放みたいなこともなかったみたいで、皆すごい豪農なのです、
戦後ずっと。ワインを自分でつくって、物すごくエンジョイし
て、ハッピーな農家が多いのです。農家をどのように扱うかと
いうことは、これは政策なのですよ。先ほどのメンタルという
のは、普通のカウンセラーと何かやればいいというレベルでは
ないという難しさがあるのですね。 

 
（東委員）  はい。でも、アグリサポートとおっしゃっていましたけれど

も、そういうきめ細かなサポートができる体制があると、もう
少し楽になる。 

 
（進士座長） それはそう。だから、みどりアップ計画でやっているのは、

横浜市内の農業に対してはとにかく見通しを持ってずっと守っ
ていける体制を、市民の税金も含めて、ボランティア組織とか
で全面的に市が応援するという姿勢を出しているということで
す。これはすごいことなのです。今まではないのですよ。 

       農政だって減反でも何でもしょっちゅう変わるでしょう。今
まで補助金を出していて、その補助金が入れば何とか食べてい
けるという状態だったのに、政権の気分が変わるとぽんと切る
のだから、日本政府は全然農家の若い人たちの将来、20年先、
30年先を保障していないのですよ。この横浜市はそれをやろう
としている。その違いをはっきり自覚していなくてはいけない
し、それを市民はみんなで応援しましょうということですね。 

 
（矢沢委員） 横浜市の、例えば樹林地についての取組も、ただ制度をつく

ったからそうしましょうというのではなくて、個別の所有者に
当たって、プランを一緒に考えて、やっているわけですね。 

 
（事務局）  緑地を保全する制度は、できるだけ所有者に持ち続けていた

だくということが根底にありまして、そのためにかかる税など
をできるだけ軽減するような形の仕組みにはしています。 
 緑地の保全制度に指定させていただくときは、最後は所有者
の方のご判断になる。そこに至るまでの過程の中では、まさに
今、矢沢委員がおっしゃったように、地域全体で樹林地につい
ては保全をお願いしたいと地域に入っていくこともあります
し、個別にお一人おひとりやりとりさせていただく場合もあり
ます。一人ひとり、あるいは地域地域の事情がありますので、
そこは所有者の方とお話ししながら理解して、対応できるよう
なことがあれば、御協力させていただくということです。 

        
（進士座長） 池田委員、手を挙げていましたか。 
 
（池田委員） 緑をつくる部会の池田です。 
       先ほど野路委員からも御質問があった、最初の①「緑地保全

制度による指定の拡大・市による買取事業」で、指定の拡大は
先ほどの補足で想定の100ヘクタールに届きそうだということ
がわかったのですが、買い取り見込みのほうが18.4ヘクタール
が目標なのに、１月末８ヘクタール予定ということで、半分以
下なのですが、こちらはなかなか交渉がうまくいかないなどと
いうことがあるのでしょうか。 
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（事務局）  お答えします。 
       現在、別途８ヘクタールほど事務手続を進めているものがご

ざいます。１月時点で8.1ヘクタールになる見込みですが、加え
て８ヘクタール程度について現在事務手続をしています。16ヘ
クタール程度は対応できるのではないかと思います。 

       買い取りの希望があって、条件が整ったものについて全てこ
れまでも対応しておりますし、今後とも対応する予定でござい
ます。 

 
（池田委員） 事業費は足りているのでしょうか。結局、予定していたより

も意外と交渉している段階で上がってしまったとか、その辺は
大丈夫なのでしょうか。 

 
（事務局）  足りております。 
 
（進士座長） 先ほどの緑化のご説明の中で、募集したら何か所かあって、

絞ったという説明をしていましたか。すべて認めてはいけない
のですか。 

 
（事務局）  地域緑のまちづくりにつきましては、今年度新しい制度に衣

替えをいたしまして、市民の皆様から緑化に関する提案をいた
だいて、それを私どものほうで審査させていただいて、よい提
案については採択していくという手法で進めています。今年度
につきましては６地区から応募いただきました。一応、１次審
査、２次審査を行いましたが、私どものほうからまちづくりア
ドバイザーですとか、職員のほうでいろいろとアドバイスなど
をさせていただきながら、計画を詰めていただいて、６地区全
部採択という形になりました。 

       それから、先ほどの進士座長の御質問へのお答えなのですが、
森づくりボランティアと森づくり活動団体ですが、今、登録数
は森づくりボランティアさんが約140人弱、森づくり活動団体が
70団体弱ということで、あわせて200ぐらい森づくりにかかわる
活動を行っていらっしゃる団体の人がいるということでござい
ます。 

 
（進士座長） ありがとうございました。 
       ほかの方、御質問や御意見はいかがでしょうか。 
       どうぞ。 
 
（蔦谷副座長） 前から申し上げているのですが、これはみどりアップ計画

市民推進会議ということで、市民が当然中心ではあるのですが、
やはりまちづくり、緑づくりを推進していくには企業をいかに
引っ張り出していくか、これも大変重要ではないかと思います。
地産地消のところでは企業との連携というのがあるのですけれ
ども、緑化では企業との関係、連携がどうなっているのか。 

       現地調査の中でも、緑の創出現場を見させていただきました
が、結構企業で活動をやっておられました。 

       もっとＰＲすることによって、企業のこういった問題に対す
る関心だとか、ＣＳＲだとか、そういったことを引き出してい
くことも大変重要ではないのかなと思います。 

       緑の絡みでの現況なり、企業との関係で何か御報告いただけ
ればありがたいと思います。 

 
（進士座長） 事務局どうぞ。 



 - 10 - 

 
（事務局）  今、蔦谷副座長からの御質問は緑化や保全の関係かと捉えさ

せていただいたのですが、緑化については、１つは今、６地区
という話があった地域緑のまちづくり事業の中で取組をしてい
ます。これは地域の人たちが緑化計画をつくって、実現するた
めの行動に対して助成をしていくということなのですけれど
も、住宅地だけではなくて、商業地域とか、あるいは工業地域、
そういったところも対象にしてやっております。 

       地域のまちづくり、あるいはみどりをつくることに対して、
企業の方はさらにそこを足がかりにして積極的に広報に取り組
んでいただけるようになっていけばということで、取組をして
います。 

       緑地保全のほうは、なかなか企業の方にご協力をいただくと
いうのは非常に難しく、みどりアップ計画の中で具体的に成果
としてはないのですけれども、やはり先ほども出ていましたが、
管理活動に対して企業の方に御協力いただくというようにつな
がっていけば良いとは思っています。継続的に企業が森づくり
を担っていくというような、取組はまだできていないです。 

       個人的感想としてはそのような取組ができていけば良いと思
っています。 

 
（進士座長） 参考になるかわかりませんが、自然再生推進法という法律が

ありまして、自然再生推進協議会という組織を地域でつくって
いる。 

       この間現地調査に行った、大阪に神於山（こうのやま）とい
う所があります。ウエブで見るとすぐわかる。神於山という神
社の境内の山らしいのだけれども、すごく広いところで、土地
そのものはたしか市有地化している。つまり、市のもので、自
治体の所有に何かのときに変わったらしいのですが、その管理
は今、企業が５社か６社、日本全国の企業なのだけれども、そ
れぞれが管理区域を引き受けて、そこへ社員が入って森林の保
全作業をやっているという事例がありました。その神於山自然
再生協議会を調べると、どうもそれぞれの会社でやり方は違っ
て、オオタカの森のようなものをやるところもあれば、もうち
ょっと森林レクリエーションっぽいことをやるところもある
し、いろいろあるらしいのだけれども、自治体としては岸和田
市がやっていました。 

       横浜も大きな企業が社員をたくさん抱えています。昔たしか
舞岡に企業の組合の人が来たりしていたと思う。そういうこと
を企業が勝手にやることもあるのですが、一番シンボリックな
エリアを市で決めて、そこの管理に企業がいろんなアイデアで、
独自の技術力を使って関わるということもいいですね。 

       例えば、電子機器で植物の種類を判定して、植生図をつくる
みたいなこととか、そういう技術もあるから、蔦谷副座長のア
イデアはそれこそ次のステップにいいかもしれないですね。 

       ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
       もし、よろしければ、各部会でもそれぞれ関連する事業につ

いては詳細に説明をされるそうですから、全体としてはバラン
スよく進んでいるということを確認して、頑張っているのはぜ
ひアピールする努力をしてほしいということをお願いして、み
どりアップ計画の進捗状況の報告を了解したいと思いますが、
よろしいでしょうか。 

 
(「異議なし」と声あり) 
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（進士座長） よろしいですか。ありがとうございます。 
 
 
議題２ 横浜みどりアップ計画市民推進会議平成26年度報告書について 
 
（進士座長） それでは、次の議題「横浜みどりアップ計画市民推進会議平

成26年度報告書」の骨子案について、事務局が考えていること
をご説明いただいて、皆さんの御意見をいただきます。 

       よろしくお願いします。 
 
（事務局）  （資料２説明） 
 
（進士座長） ありがとうございました。 
       あとは部会のところでこのようにしますということを御案内

してください。 
       それから、今回、部会長のコメントもお願いするのですね。 
 
（事務局）  はい。取組の柱ごとにそれぞれの施策へ評価をいただきまし

て、最後にそれぞれの取組の柱の部会の部会長から300字から
500字程度でコメントをいただくことを考えております。 

       本日、骨子をご確認いただいていますので、今後、それぞれ
の部会で施策に関する評価、提案をいただきまして、これを元
に素案を作成いたします。来年度に実施する市民推進会議で素
案をご確認いただいて、報告書の内容を確定するという流れに
なっております。 

 
（進士座長） そういうことで、詳細は部会で詰めていただきますので、現

段階では全体について何かここではおかしい、こういう工夫も
という御意見があれば、発言いただければと思います。いかが
でしょうか。 

       ちょっと言葉の使い方なのですが、確かに市民推進会議は新
しいメンバーになって、初回だということなのだけれども、実
は前期があったので、事業そのものもそうだと思うのですが、
どういう言い方がいいのでしょうか。 

       平成25年度までをみどりアップ第１期というか第１次という
か、国の５か年などだったら第１次、第２次にするとわかりや
すいのだけれども、何かそういう工夫が必要ではないですか。 

       それぞれの担当者が今回からだと言ってしまうと、今までの
蓄積とか継続性をわかっていない感じになるし、市民も今回か
ら見た人や、引っ越してきた人とかはわからないでしょう。横
浜は第１次から取り組んできたということを冒頭に入れて、各
事業についてもそういう記述がないと、突然ここで新しくなり
ましたというのは、市民推進会議のメンバーは新しくなったの
だけれども、活動そのものは継続しているとしたほうがいいよ
うな気がしますが、どうでしょうか。 

 
（事務局）  市民推進会議は前の計画から継続しているものですので、そ

ういうこともわかるような表現を工夫させていただきます。 
 
（進士座長） 少し考えてください。 
       見る人の立場で考えることが大事です。やっている方はわか

っていても、初めて見る人もいますので、時々意識して補って
あげるといいと思います。 

       全体でよろしいですか。あとは部会でもう少し突っ込んだ議
論をしていただきまして、それぞれの部会のご判断をいただい
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て、全体でもう一回決めるということです。よろしいでしょう
か。 

       では、２つ目の議題はこの骨子案を了解し、若干今のような
注意をしていただければということにいたしまして、これで資
料２については終わりにしたいと思います。 

 
 
議題３ その他（情報提供） 
 
（進士座長） 最後の議題ですが「その他」で緑化フェアの開催についての

ご報告がございます。 
       よろしくお願いします。 
 
（事務局） （参考資料説明） 
 
（進士座長） ありがとうございました。何か御質問はございますか。 
 
（相川委員） 総事業費とみどり税の割合、みどり税の投入がどういうとこ

ろに行われるのかということを教えてください。 
 
（事務局）  説明を省略してしまいまして、済みませんでした。 
       Ａ３判の「基本構想書 概要版」の右側の基本的事項のとこ

ろに少し掲載しているのですが、ご指摘のように、一番下の部
分、総事業費は基本計画段階において策定するということでご
ざいまして、現在、それを含めて調整しているという状況でご
ざいます。 

       考え方としましては、先ほどご説明しましたみどりアップ計
画のいろいろな事業、特に緑をつくる事業の成果を活用しなが
ら、これとは別に都市緑化フェアの事業として実施するという
考え方で整理をしています。 

       ですので、フェア事業費としてみどり税を充当するという考
え方ではございません。 

 
（相川委員） ありがとうございます。 
 
（進士座長） ほか、よろしいでしょうか。 
       これからですし、パブコメもあるそうですから、市民推進会

議の委員はパブコメを書いてはいけないということはないの
で、どうぞいろいろ意見を出していただいて、みんなで盛り上
げていただければと思います。 

 
（相川委員） すみません、戻ってしまうのですけれども、みどりアップ計

画の進捗状況の５ページのところ「緑を楽しむ市民の盛り上が
りを醸成する取組の推進」の「④子どもを育む空間での緑の創
出事業」、これは「緑の創出：実施中」と書いてあって今年度は
何も成果がないような感じなのですが、これはどうなっている
のか教えてください。 

       今まで自分の活動の中で、学校などいろいろなところの芝生
化を見てきたのですけれども、成功例しか見ていないのですが、
良いほうも悪いほうも両方知りたいので、事例として上がって
いたら教えてください。 

 
（進士座長） では、お答えください。 
 
（事務局）  今「④子どもを育む空間での緑の創出事業」は実施中という
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ことで、具体的な箇所数をお示ししていないのですが、最終的
に年度が終わる段階で確定をしていこうということでお示しし
ています。現在の段階では実施している所では、公立の小中学
校や保育園で24か所、それから、助成をしていくというところ
が５か所ぐらいありますので、大体30か所弱ぐらいで進行して
いる状況です。 

       良い例ということでは、小山台や高田東とかで非常に芝生化
が成功している事例があるのですが、なかなかうまくいってい
ないというところもございました。 

       原因としては、学校行事などで集中的に使われてしまうとか、
オーバーユースで芝生が傷むというケースが多いです。特に中
学校などの場合、部活動でかなりの頻度で校庭が使われてしま
うと、芝生が傷んで復元がなかなか難しいという状況になって
いるところもありました。 

       そういった反省も踏まえて、今では芝生を校庭全面に張って
いくというのはなかなか難しいのかなということで、なるべく
動線にかかってしまう場所とか、子供が遊ぶ遊具みたいなもの
がある周辺だとかは避けて、もう少し緩やかな利用をしていく
ようなところで部分的に芝生化をしていこうという形で対応す
るようにしています。 

       それから、芝生については、どうしても関係の方に維持管理
をしていただく必要があり、芝生のことについて知識がない場
合にフォローをしてほしいという要望を多数いただいたことも
あって、現在、日産スタジアムのグリーンキーパーさんにお願
いして、講習会を年に数回開催させていただいています。 

       また、グリーンキーパーさんに実際に現場を見ていただいて、
芝生の状況を確認していただいた上でどのような維持管理をし
ていくのがいいかアドバイスをしていただくといったフォロー
を導入していまして、そういう意味ではかなり現場の負担感も
減ってきているような状況になっているのかなと考えていま
す。 

       芝生化というと子供たちにとって非常にいいものなのです
が、メンテナンスというのがかなり現場に負担を与えていると
ころもあるので、現場の声も聞きながら、徐々に改善していき
つつ、今の制度を運用しているという状況です。 

 
（相川委員） 芝生についてもう一点お伺いしたいことがあります。今、使

われている芝が、ゴルフ場みたいな感じで、単一の種類だと思
います。芝生化について、決まったものでないと助成対象にな
らないのか、雑草というか、複数の種類で多様化したマットな
ど、子供のために、生物多様性とか、いろいろ考えられるよう
な芝生化というのは、今後、検討の余地はあるのでしょうか。 

 
（進士座長） どうぞ。 
 
（事務局）  今、芝生化ということに関していいますと、芝の部分ではメ

ンテナンスの負荷を極力減らしていこうということで、ティフ
トンを推奨しています。利用した後の回復力が早いということ
で、その芝をなるべく使ってくださいということは言っていま
す。 

       あと、いわゆるスポーツタイプ、競技用の芝とは違うので、
余り雑草が入ることに対して目くじらを立てないような形で現
場では御利用いただくようにしてもらっています。 

       生物多様性ということでいいますと、本年度からの新しい取
組の中では、学校の中で芝生化以外にも、ビオトープをつくっ
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ていくとか、校庭の植栽などに対しても支援をして、子供が様々
な緑に触れ合えるような制度にしていこうという対応をしてい
る状況です。 

 
（相川委員）  ありがとうございます。 
 
（進士座長） 日産スタジアムのグリーンキーパーが指導するからといって、

そこのように精度の高いことをやるわけではなく、要するに原
っぱというか草っぱらをつくるというのだったらいいというこ
とを事務局は理解しているということでしょう。 

       ほか、よろしいでしょうか。 
       それでは、これで一応皆さん、御報告いただきましたので、

終わりたいと思います。 
 
（政策調整部長 挨拶）本日は非常に活発な御議論、ありがとうございまし

た。閉会に当たりまして、一言御礼と御挨拶申し上げます。 
       私どもが環境行政を進めていく中で、今、お話もございまし

た生物多様性の保全、地球温暖化対策、こういったものは環境
行政の基軸といいまして、非常に重要な柱にしております。そ
の柱を支える大きな施策がこのみどりアップ計画の事業でござ
います。 

       いろいろ事業をこれまで５年間推進して、６年目、第２期に
入っておりますけれども、今後とも委員の皆様方のいろいろな
御意見、御提案をいただきながら、また、市民の方にも広報を
行いながら進めていきたいと考えております。 

       今日、いろいろいただいた意見の中で、いくつか印象的だっ
たのが、アーバンデザインのお話が進士先生のほうからござい
ましたけれども、1970年代の後半から80年代にかけて、横浜方
式アーバンデザインというものを全国に広めていった実績がご
ざいます。21世紀の時代、みどりアップは横浜ならではの全国
に広めていく１つの大きな取組でございますので、そういった
観点からも広報を進めていきたいと考えております。 

       蔦谷副座長からもお話のございました、企業との連携、まち
づくりは行政だけでできるものではもちろんございませんの
で、市内の様々な民間企業の皆様と一緒にまちづくりを進めて
いく中でも、緑を一緒につくっていくという視点が大変重要で
す。緑をつくる取組の中で、民間の皆様ともどう連携していく
かというところを一生懸命考えて、皆様の御意見もいただきな
がら進めていきたいと思っております。 

       また、もう一点、メンタリティーということがございました。
本当にそれぞれ土地をお持ちの皆様の森、農地をどう守ってい
くかというところは、やはり理屈だけではなくて、それぞれの
気持ちに寄り添うということが本当に重要だと考えておりま
す。そういった視点も忘れずに、今後とも引き続き頑張ってい
きたいと思います。 

       どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうご
ざいました。 

 
（進士座長） それでは、これで終わりにします。お疲れ様でした。 
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